
電気需給約款別表 

 
第 1 表 電力料金表 

【北海道エリア】 

(1) ビジでん北海道バリュープラン B 

ビジでん北海道プラン B 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 

30A 

1 契約 

971.85 円 

40A 1295.80 円 

50A 1619.75 円 

60A 1943.70 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

22.77 円 

120kWh 超過 280kWh まで 第 2 段階 28.75 円 

280kWh 超過分 第 3 段階 32.28 円 

 

(2) ビジでん北海道プラン LB 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 

10A 

1 契約 

341.00 円 

15A 511.50 円 

20A 682.00 円 

30A 1023.00 円 

40A 1364.00 円 

50A 1705.00 円 

60A 2046.00 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

23.97 円 

120kWh 超過 280kWh まで 第 2 段階 30.26 円 

280kWh 超過分 第 3 段階 31.26 円 

 

(3) ビジでん北海道バリュープラン C 

ビジでん北海道プラン C 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA 323.95 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

22.77 円 

120kWh 超過 280kWh まで 第 2 段階 28.75 円 

280kWh 超過分 第 3 段階 32.28 円 
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(4) ビジでん北海道プラン LC 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA 341.00 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

23.97 円 

120kWh 超過 280kWh まで 第 2 段階 30.26 円 

280kWh 超過分 第 3 段階 31.26 円 

 

(5) ビジでん北海道プラン低圧電力 

ビジでん北海道低圧動力プラン駆けつけプラス   (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW 1222.65 円 

電力量料金 
夏季 

1kWh 17.67 円 
その他季 

 

(6) ビジでん北海道ライトプラン駆けつけプラス（受付終了）  (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 

5A 

1 契約 － 

10A 

15A 

20A 

30A 

40A 

50A 

60A 

電力量料金 1kWh 30.00 円 

 

【東北エリア】 

(1) ビジでん東北バリュープラン B 

ビジでん東北プラン B 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 

30A 

1 契約 

940.50 円 

40A 1254.00 円 

50A 1567.50 円 

60A 1881.00 円 
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電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

17.65 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 24.06 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 27.82 円 

 

(2) ビジでん東北プラン LB 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 

10A 

1 契約 

330.00 円 

15A 495.00 円 

20A 660.00 円 

30A 990.00 円 

40A 1320.00 円 

50A 1650.00 円 

60A 1980.00 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

18.58 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 25.33 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 26.94 円 

 

(3) ビジでん東北バリュープラン C 

ビジでん東北プラン C 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA 313.50 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

17.65 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 24.06 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 27.82 円 

 

(4) ビジでん東北プラン LC 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA 330.00 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

18.58 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 25.33 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 26.94 円 
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(5) ビジでん東北プラン低圧電力 

ビジでん東北低圧電力プラン駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW 1201.75 円 

電力量料金 
夏季 

1kWh 
15.95 円 

その他季 14.50 円 

 

(6) ビジでん東北ライトプラン駆けつけプラス（受付終了）   (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 

5A 

1 契約 － 

10A 

15A 

20A 

30A 

40A 

50A 

60A 

電力量料金 1kWh 26.00 円 

 

【東京エリア】 

(1) ビジでん関東バリュープラン B 

ビジでん関東プラン B 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 

30A 

1 契約 

815.10 円 

40A 1086.80 円 

50A 1358.50 円 

60A 1630.20 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

18.89 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 25.16 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 29.04 円 
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(2) ビジでん関東プラン LB 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 

10A 

1 契約 

286.00 円 

15A 429.00 円 

20A 572.00 円 

30A 858.00 円 

40A 1144.00 円 

50A 1430.00 円 

60A 1716.00 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

19.88 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 26.48 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 28.12 円 

 

(3) ビジでん関東バリュープラン C 

ビジでん関東プラン C 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA 271.70 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

18.89 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 25.16 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 29.04 円 

 

(4) ビジでん関東プラン LC 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA 286.00 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

19.88 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 26.48 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 28.12 円 

 

(5) ビジでん関東プラン低圧電力 

ビジでん関東低圧電力プラン駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW 1065.90 円 

電力量料金 
夏季 

1kWh 
17.37 円 

その他季 15.80 円 
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(6) ビジでん関東ライトプラン駆けつけプラス（受付終了）   (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 

5A 

1 契約 － 

10A 

15A 

20A 

30A 

40A 

50A 

60A 

電力量料金 1kWh 26.50 円 

 

(7) ビジでん関東低圧電力セットプラン駆けつけプラス（受付終了）  (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW 1122.00 円 

電力量料金 
夏季 

1kWh 
17.37 円 

その他季 15.80 円 

 

【中部エリア】 

(1) ビジでん中部バリュープラン B 

ビジでん中部プラン B 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 

30A 

1 契約 

832.26 円 

40A 1109.68 円 

50A 1387.10 円 

60A 1664.52 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

20.41 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 24.74 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 27.61 円 
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(2) ビジでん中部プラン LB 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 

10A 

1 契約 

286.00 円 

15A 429.00 円 

20A 572.00 円 

30A 858.00 円 

40A 1144.00 円 

50A 1430.00 円 

60A 1716.00 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

21.04 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 25.51 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 26.18 円 

 

(3) ビジでん中部バリュープラン C 

ビジでん中部プラン C 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA 277.42 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

20.41 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 24.74 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 27.61 円 

 

(4) ビジでん中部プラン LC 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA 286.00 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

21.04 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 25.51 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 26.18 円 

 

(5) ビジでん中部プラン低圧電力 

ビジでん中部低圧電力プラン駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW 1086.80 円 

電力量料金 
夏季 

1kWh 
17.01 円 

その他季 15.46 円 
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(6) ビジでん中部ライトプラン駆けつけプラス（受付終了）   (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 

5A 

1 契約 － 

10A 

15A 

20A 

30A 

40A 

50A 

60A 

電力量料金 1kWh 26.50 円 

 

【北陸エリア】 

(1) ビジでん北陸バリュープラン B 

ビジでん北陸プラン B 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 

30A 

1 契約 

704.22 円 

40A 938.96 円 

50A 1173.70 円 

60A 1408.44 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

17.30 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 21.08 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 22.74 円 

 

(2) ビジでん北陸プラン LB 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 

10A 

1 契約 

242.00 円 

15A 363.00 円 

20A 484.00 円 

30A 726.00 円 

40A 968.00 円 

50A 1210.00 円 

60A 1452.00 円 
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電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

17.84 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 21.73 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 21.56 円 

 

(3) ビジでん北陸バリュープラン C 

ビジでん北陸プラン C 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA 234.74 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

17.30 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 21.08 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 22.74 円 

 

(4) ビジでん北陸プラン LC 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA 242.00 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

17.84 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 21.73 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 21.56 円 

 

(5) ビジでん北陸プラン低圧電力 

ビジでん北陸電力低圧電力プラン駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW 1107.70 円 

電力量料金 
夏季 

1kWh 
12.15 円 

その他季 11.09 円 

 

(6) ビジでん北陸ライトプラン駆けつけプラス（受付終了）   (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 

5A 

1 契約 － 

10A 

15A 

20A 

30A 

40A 

50A 

60A 
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電力量料金 1kWh 22.50 円 

 

【関西エリア】 

(1) ビジでん関西バリュープラン A 

ビジでん関西プラン A 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

最低料金（最初の 15kWh まで） 1 契約 323.96 円 

電力量料金 

15kWh 超過 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

19.29 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 24.42 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 27.27 円 

 

(2) ビジでん関西プラン LA 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

最低料金（最初の 15kWh まで） 1 契約 341.01 円 

電力量料金 

15kWh 超過 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

20.31 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 25.71 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 26.40 円 

 

(3) ビジでん関西バリュープラン B 

ビジでん関西プラン B 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA 376.20 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

17.01 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 20.06 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 22.45 円 

 

(4) ビジでん関西プラン LB 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA 396.00 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

17.91 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 21.12 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 21.74 円 
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(5) ビジでん関西プラン低圧電力 

ビジでん関西低圧電力プラン駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW 1024.10 円 

電力量料金 
夏季 

1kWh 
14.43 円 

その他季 12.95 円 

 

(6) ビジでん関西ライトプラン駆けつけプラス（受付終了）   (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1 契約 － 

電力量料金 1kWh 23.00 円 

 

【中国エリア】 

(1) ビジでん中国バリュープラン A 

ビジでん中国プラン A 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

最低料金（最初の 15kWh まで） 1 契約 320.03 円 

電力量料金 

15kWh 超過 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

19.72 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 26.07 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 28.08 円 

 

(2) ビジでん中国プラン LA 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

最低料金（最初の 15kWh まで） 1 契約 336.87 円 

電力量料金 

15kWh 超過 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

20.76 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 27.44 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 27.20 円 

 

(3) ビジでん中国バリュープラン B 

ビジでん中国プラン B 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA 386.65 円 

電力量料金 
最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 
17.17 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 22.95 円 
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300kWh 超過分 第 3 段階 24.73 円 

 

(4) ビジでん中国プラン LB 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA 407.00 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

18.07 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 24.16 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 23.95 円 

 

 

(5) ビジでん中国プラン低圧電力 

ビジでん中国低圧電力プラン駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW 1055.45 円 

電力量料金 
夏季 

1kWh 
15.01 円 

その他季 13.72 円 

 

(6) ビジでん中国ライトプラン駆けつけプラス（受付終了）   (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1 契約 － 

電力量料金 1kWh 25.00 円 

 

【四国エリア】 

(1) ビジでん四国バリュープラン A 

ビジでん四国プラン A 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

最低料金（最初の 11kWh まで） 1 契約 390.83 円 

電力量料金 

11kWh 超過 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

19.35 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 25.64 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 28.98 円 

 

(2) ビジでん四国プラン LA 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

最低料金（最初の 11kWh まで） 1 契約 411.40 円 

電力量料金 11kWh 超過 120kWh まで 第 1 段階 1kWh 20.37 円 
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120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 26.99 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 28.06 円 

 

(3) ビジでん四国バリュープラン B 

ビジでん四国プラン B 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA 355.30 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

16.12 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 21.38 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 24.15 円 

 

(4) ビジでん四国プラン LB 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA 374.00 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

16.97 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 22.50 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 23.39 円 

 

 

(5) ビジでん四国プラン低圧電力 

ビジでん四国低圧電力プラン駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW 1060.68 円 

電力量料金 
夏季 

1kWh 
15.80 円 

その他季 14.36 円 

 

(6) ビジでん四国ライトプラン駆けつけプラス（受付終了）   (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1 契約 － 

電力量料金 1kWh 24.50 円 
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【九州エリア】 

(1) ビジでん九州バリュープラン B 

ビジでん九州プラン B 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 

30A 

1 契約 

846.45 円 

40A 1128.60 円 

50A 1410.75 円 

60A 1692.90 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

16.59 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 21.91 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 24.76 円 

 

(2) ビジでん九州プラン LB 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 

10A 

1 契約 

297.00 円 

15A 445.50 円 

20A 594.00 円 

30A 891.00 円 

40A 1188.00 円 

50A 1485.00 円 

60A 1782.00 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

17.46 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 23.06 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 23.98 円 

 

(3) ビジでん九州バリュープラン C 

ビジでん九州プラン C 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA 282.15 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

16.59 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 21.91 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 24.76 円 
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(4) ビジでん九州プラン LC 駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kVA 297.00 円 

電力量料金 

最初の 120kWh まで 第 1 段階 

1kWh 

17.46 円 

120kWh 超過 300kWh まで 第 2 段階 23.06 円 

300kWh 超過分 第 3 段階 23.98 円 

 

(5) ビジでん九州プラン低圧電力 

ビジでん九州低圧電力プラン駆けつけプラス    (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 1kW 961.40 円 

電力量料金 
夏季 

1kWh 
17.12 円 

その他季 15.43 円 

 

(6) ビジでん九州ライトプラン駆けつけプラス（受付終了）   (税込) 

 区分 単位 料金単価 

基本料金 

5A 

1 契約 － 

10A 

15A 

20A 

30A 

40A 

50A 

60A 

電力量料金 1kWh 23.50 円 

 

 

第 2 表 事務手数料 

(1) 適用 

お客さまが電気料金(月額)及び電気ご使用量の明細の郵送によるお知らせを希望した場

合、(2)に規定する事務手数料を要します。 

(2) 事務手数料 

198 円（税込） 
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第 3 表 燃料費調整額 

【北海道エリア】 

各契約種別における料金につき、以下(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下

回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引くものとし、(1)イによって算定

された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額

を加えるものといたします。 

 

（1）燃料費調整額の算定 

イ) 平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価

額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は

100 円単位とし、100 円未満の端数は 10 円の位で四捨五入いたします。 

平均燃料価格 ＝ Ａ × α ＋ Ｂ × β 

Ａ ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 

α ＝ 0.4699 

β ＝ 0.7879 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格および 1 ト

ン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入

いたします。 

ロ) 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 

なお、燃料費調整単価の単位は 0.01 円とし、その端数は小数点以下第 3 位で四捨五入

いたします。 

1 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格-37,200 円）×（2）の基準単価／1,000 

2 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（37,200 円-平均燃料価格）×（2）の基準単価／1,000 

ハ) 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その

平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用い

たします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日まで

の期間 
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毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の

前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで

の期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで

の期間（翌年が閏年となる場合は，翌年の

2 月 29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの

期間 

 

ニ) 燃料費調整額 

燃調費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用

して算定いたします。 

（2）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 0.197 円 

 

 

【東北エリア】 

各契約種別における料金につき、以下(1)イによって算定された平均燃料価格が 31,400 円を

下回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引くものとし、(1)イによって

算定された平均燃料価格が 31,400 円を上回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費

調整額を加えるものといたします。 

 

（1）燃料費調整額の算定 

イ) 平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価

額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は

100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。 

平均燃料価格 ＝ Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 

C ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 

α＝0.1152 

β＝0.2714 

γ＝0.7386 



18 

 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当

たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円とし、そ

の端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

ロ) 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、

燃料費調整単価の単位は 0.01 円とし、その端数は小数点以下第 3 位で四捨五入いたし

ます。 

1 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を上回る場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格-31,400 円）×（2）の基準単価／1,000 

2 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（31,400 円-平均燃料価格）×（2）の基準単価／1,000 

ハ) 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その

平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用い

たします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の

前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで

の期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで

の期間（翌年が閏年となる場合は，翌年の

2 月 29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの

期間 
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ニ) 燃料費調整額 

燃調費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用

して算定いたします。 

（2）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 0.221 円 

 

 

【東京電力エリア】 

各契約種別における料金につき、以下(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下

回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引くものとし、(1)イによって算

定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調

整額を加えるものといたします。 

 

（1）燃料費調整額の算定 

イ) 平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価

額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

なお、平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は 10 円の位で四捨五入いた

します。 

平均燃料価格 ＝ Ａ × α ＋ Ｂ × β＋Ｃ×γ 

Ａ ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 

α ＝0.1970 

β ＝0.4435 

γ ＝0.2512 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当

たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円とし、そ

の端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

ロ) 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、

燃料費調整単価の単位は 0.01 円とし、その端数は小数点以下第 3 位で四捨五入いたし

ます。 

イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格-44,200 円）×（2）の基準単価／1,000 

ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（44,200 円-平均燃料価格）×（2）の基準単価／1,000 
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ハ) 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その

平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用い

たします。 

 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の

前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで

の期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで

の期間（翌年が閏年となる場合は，翌年の

2 月 29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの

期間 

 

ニ) 燃料費調整額 

燃調費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用

して算定いたします。 

（2）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 0.232 円 
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【中部電力エリア】 

各契約種別における料金につき、以下(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900 円を

下回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引くものとし、(1)イによって

算定された平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費

調整額を加えるものといたします。 

 

(1) 燃料費調整額の算定 

イ) 平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および

価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価

格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は 10 円の位で四捨五入いたします。 

平均燃料価格 ＝ Ａ × α ＋ Ｂ × β＋Ｃ×γ 

Ａ ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 

α ＝0.0275 

β ＝0.4792 

γ ＝0.4275 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 1 トン

当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円と

し、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

ロ) 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。な

お、燃料費調整単価の単位は 0.01 円とし、その端数は小数点以下第 3 位で四捨五入

いたします。 

1 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格-45,900 円）×（2）の基準単価／1,000 

2 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（45,900 円-平均燃料価格）×（2）の基準単価／1,000 

ハ) 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、そ

の平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に

適用いたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日まで

の期間 
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毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の

前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで

の期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで

の期間（翌年が閏年となる場合は，翌年の

2 月 29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの

期間 

 

ニ) 燃料費調整額 

燃調費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用

して算定いたします。 

（2）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 0.233 円 

 

 

【北陸電力エリア】 

各契約種別における料金につき、以下(1)イによって算定された平均燃料価格が 21,900 円を

下回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引くものとし、(1)イによって

算定された平均燃料価格が 21,900 円を上回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費

調整額を加えるものといたします。 

 

(1) 燃料費調整額の算定 

イ) 平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および

価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格

は 100 円単位とし、100 円未満の端数は 10 円の位で四捨五入いたします。 

平均燃料価格 ＝ Ａ × α ＋ Ｂ × β 

Ａ ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 

α ＝0.2303 
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β ＝1.1441 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格および 1

トン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五

入いたします。 

ロ) 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。な

お、燃料費調整単価の単位は 0.01 円とし、その端数は小数点以下第 3 位で四捨五入い

たします。 

1 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 21,900 円を上回る場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格-21,900 円）×（2）の基準単価／1,000 

2 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 21,900 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（21,900 円-平均燃料価格）×（2）の基準単価／1,000 

ハ) 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その

平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用

いたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の

前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで

の期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで

の期間（翌年が閏年となる場合は，翌年の

2 月 29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの

期間 
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ニ) 燃料費調整額 

燃調費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適

用して算定いたします。 

（2）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 

 

 

 

【関西電力エリア】 

各契約種別における料金につき、以下(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,100 円を

下回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引くものとし、(1)イによって

算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費

調整額を加えるものといたします。 

 

(1) 燃料費調整額の算定 

イ) 平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および

価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格

は 100 円単位とし、100 円未満の端数は 10 円の位で四捨五入いたします。 

平均燃料価格 ＝ Ａ × α ＋ Ｂ × β＋ Ｃ × γ 

Ａ ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格 

α ＝0.0140 

β ＝0.3483 

γ ＝0.7227 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 1 トン当

たりの平均液化天然ガス価格、および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円とし、

その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

ロ) 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 

なお、燃料費調整単価の単位は 0.01 円とし、その端数は小数点以下第 3 位で四捨五入

いたします。 

1 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格-27,100 円）×（2）の基準単価／1,000 

2 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（27,100 円-平均燃料価格）×（2）の基準単価／1,000 

  

1 キロワット時につき 0.161 円 
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ハ) 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その

平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用い

たします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の

前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで

の期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで

の期間（翌年が閏年となる場合は，翌年の

2 月 29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの

期間 

 

ニ) 燃料費調整額 

燃調費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用

して算定いたします。ただし、従量電灯 A のお客様については、最低料金適用電力量まで

は最低料金に適用される燃料費調整単価といたします。なお、最低料金適用電力量とは、

1 契約につき最初の 15 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。 

（2）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。 

① 従量電灯 A の場合 

基準単価は、次のとおりといたします。 

最低料金 １契約につき最初の 15 キロワット時まで 2.475 円 

電力量料金 上記をこえる 1 キロワット時につき 0.165 円 
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② ①以外の場合 

基準単価は，次のとおりといたします 

1 キロワット時につき 0.165 円 

 

 

【中国電力エリア】 

各契約種別における料金につき、以下(1)イによって算定された平均燃料価格が 26,000 円を

下回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引くものとし、(1)イによって

算定された平均燃料価格が 26,000 円を上回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費

調整額を加えるものといたします。 

(1) 燃料費調整額の算定 

イ) 平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価

額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

なお、平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は 10 円の位で四捨五入いた

します。 

平均燃料価格 ＝ Ａ × α ＋ Ｂ × β ＋ Ｃ × γ 

Ａ ＝ 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ ＝ 各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ ＝ 各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格 

α ＝0.1543  

β ＝0.1322 

γ ＝0.9761 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格１トン当た

りの平均液化天然ガス価格、および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円とし、その

端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

ロ) 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 

なお、燃料費調整単価の単位は 0.01 円とし、その端数は小数点以下第 3 位で四捨五入

いたします。 

イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を上回る場合 

 燃料費調整単価＝（平均燃料価格-26,000 円）×（2）の基準単価／1,000 

ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を下回る場合 

 燃料費調整単価＝（26,000 円-平均燃料価格）×（2）の基準単価／1,000 

ハ) 燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は，その

平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用い

たします。 
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平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の

前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで

の期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで

の期間（翌年が閏年となる場合は，翌年の

2 月 29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの

期間 

 

ニ) 燃料費調整額 

燃調費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適

用して算定いたします。ただし、従量電灯 A のお客様については、最低料金適用電力量

までは最低料金に適用される燃料費調整単価といたします。 

なお、最低料金適用電力量とは、1 契約につき最初の 15 キロワット時までの最低料金が

適用される電力量をいいます。 

（2）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。 

① 従量電灯 A の場合 

基準単価は、次のとおりといたします。 

最低料金 １契約につき最初の 15 キロワット時まで 3.680 円 

電力量料金 上記をこえる 1 キロワット時につき 0.245 円 

 

② ①以外の場合 

基準単価は，次のとおりといたします 

1 キロワット時につき 0.245 円 
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【四国電力エリア】 

各契約種別における料金につき、以下(1)イによって算定された平均燃料価格が 26,000 円を

下回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引くものとし、(1)イによって

算定された平均燃料価格が 26,000 円を上回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費

調整額を加えるものといたします。 

 

(1) 燃料費調整額の算定 

イ) 平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価

額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

なお、平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は 10 円の位で四捨五入いたし

ます。 

平均燃料価格 ＝ Ａ × α ＋ Ｂ × β ＋ C ×γ 

Ａ ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 

C ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 

α ＝0.2104  

β ＝0.0541 

γ ＝1.0588  

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 1 トン当た

りの平均液化天然ガス価格、および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円とし、その

端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

ロ) 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 

なお、燃料費調整単価の単位は 0.01 円とし、その端数は小数点以下第 3 位で四捨五入

いたします。 

1 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を上回る場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格-26,000 円）×（2）の基準単価／1,000 

2 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（26,000 円-平均燃料価格）×（2）の基準単価／1,000 

ハ) 燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その

平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用い

たします。 

 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日まで

の期間 



29 

 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の

前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで

の期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで

の期間（翌年が閏年となる場合は，翌年の

2 月 29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの

期間 

 

ニ) 燃料費調整額 

燃調費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用

して算定いたします。ただし、従量電灯 A のお客様については、最低料金適用電力量まで

は最低料金に適用される燃料費調整単価といたします。なお、最低料金適用電力量とは 1

契約につき最初の 11 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。 

（2）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。 

① 従量電灯 A の場合 

基準単価は、次のとおりといたします。 

最低料金 １契約につき最初の 11 キロワット時まで 2.154 円 

電力量料金 上記をこえる 1 キロワット時につき 0.196 円 

 

② ①以外の場合 

基準単価は，次のとおりといたします 

1 キロワット時につき 0.196 円 

 

 

【九州電力エリア】 

各契約種別における料金につき、以下(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円を下

回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引くものとし、(1)イによって算

定された平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調

整額を加えるものといたします。 
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(1) 燃料費調整額の算定 

イ) 平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価

額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

なお、平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は 10 円の位で四捨五入いたし

ます。 

平均燃料価格 ＝ Ａ × α ＋ Ｂ × β ＋ C ×γ 

Ａ ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天然ガス価格 

C ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 

α ＝0.0053  

β ＝0.1861 

γ ＝1.0757  

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格１トン当た

りの平均液化天然ガス価格、および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円とし、その

端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

ロ) 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 

なお、燃料費調整単価の単位は 0.01 円とし、その端数は小数点以下第 3 位で四捨五入

いたします。 

1 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格－27,400 円）×（2）の基準単価／1,000 

2 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（27,400 円－平均燃料価格）×（2）の基準単価／1,000 

ハ) 燃料費調整単価の適用 

平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は，その平

均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いた

します。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日まで

の期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日ま

での期間 
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毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日ま

での期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の

前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで

の期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの

期間 

毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで

の期間（翌年が閏年となる場合は，翌年の

2 月 29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの

期間 

 

ニ) 燃料費調整額 

燃調費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用

して算定いたします。 

（2）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 0.136 円 

 

 

第 4 表 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

(1) 再生可能エネルギー発電促進単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法 第 36 条第

2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気

の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示（以下

「納付金単価を定める告示」といいます。）により定めます。 

(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、「電気事業者による再生可能エネ

ルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」に準じた期間に使用される電気に適用い

たします。 

(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電

促進賦課金の計算における合計金額の単価は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。 

 

第 5 表 電源調達調整費 

各契約種別における料金につき、一般社団法人日本卸電力取引所（以下、「JEPX」という。）の

スポット市場取引における、毎月 1 日からその月の末日までの期間で各地域の 30 分毎のエリ

アプライス単純平均値（以下、市場単価）に応じて、以下に定める電源調達調整費の還元また

は追加請求を行うものとします。 
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(1) 還元基準単価および請求基準単価の設定 

1 還元基準単価 

当月の市場単価が、下表に定める金額を下回る場合には、各契約種別の料金から、

(3)に定める電源調達調整費（還元）を差し引くものとします。 

エリア 還元基準単価 

北海道 

8.00 円 東北 

東京 

中部 

7.00 円 

北陸 

関西 

中国 

四国 

九州 

 

2 請求基準単価 

当月市場単価が下表に定める金額を上回った場合、各契約種別における料金に、(3)

に定める電源調達調整費（請求）を加えるものとします。 

エリア 請求基準単価 

北海道 13.32 円 

東北 12.85 円 

東京 13.69 円 

中部 12.68 円 

北陸 12.27 円 

関西 12.49 円 

中国 12.12 円 

四国 12.05 円 

九州 11.48 円 

 

(2) 調達単価係数の設定 

市場単価が請求基準単価を上回る場合のみ、市場単価と請求基準単価の差に下表に定め

る調達単価係数を乗じます。 
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エリア 調達単価係数 

北海道 1.11 

東北 1.12 

東京 
1.10 

中部 

北陸 

1.11 
関西 

中国 

四国 

九州 1.12 

 

(3) 電源調達調整費の算定 

以下の算式により算定された金額とします。なお、以下算式の（還元基準単価‐市場単価）、

（市場単価‐請求基準単価）×調達単価係数には消費税および地方消費税の税率の合計

を乗じるものとし、端数は、小数第 3 位以下を四捨五入いたします。 

市場単価が還元基準単

価を下回る場合 
（還元基準単価‐市場単価）×月間使用電力量（kWh）を減算 

市場単価が請求基準単

価を上回る場合 （市場単価‐請求基準単価）×調達単価係数×月間使用電力量（kWh）を加算 

※N 月の検針日から N＋1 月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金に

適用される電源調達調整費は、N-1 月 1 日から N-1 月末日までの期間に係る市場単価に基

づき算定した電源調達調整単価によって算定するものとします。 

(4) 電源調達調整費の適用 

電源調達調整費は、2023 年 8 月検針分から適用とします。 

 

 

第 6 表 解約手数料 

(1)  お客様が契約期間内に本契約を解約された場合、残余期間に関わらず(3)に定める一律の

解約手数料（税込）が発生します。更新後の契約についても同様とします。 

(2)  契約期間満了日が属する月の翌月及び翌々月は更新猶予月とし、お客さまが更新猶予月

に本契約を解約された場合、前項にかかわらず、更新後の契約について、解約手数料は発

生いたしません。 

(3)  解約手数料は 10,450 円（税込）とします。 

 

 

第 7 表 使用電力量の協定 

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。 
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(1) 過去の使用電力量による場合 

次のいずれかによって算定いたします。 

イ) 前月または前年同月の月間使用電力量による場合 

前月または前年同月の月間使用電力量／前月または前年同月の料金の算定期間の

日数×協定対象期間の日数 

ロ) 前 3 月間の月間使用電力量による場合 

前 3 月間の月間使用電力量／前 3 月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日

数 

(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値と

いたします。 

(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計

量器によって計量された使用電力量によるとき。 

取替後の計量器によって計量された使用電力量／取替後の計量器によって計量された期

間の日数×協定対象期間の日数 

(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 

参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。 

(5) 公差をこえる誤差により修正する場合 

計量電力量／｛100 パーセント＋（±誤差率）｝ 

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を

対象として協定いたします。 

イ) お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 

ロ) 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月 

 

 

第 8 表 日割り計算の基本算定 

日割り計算の基本算定は、次のとおりとします。 

イ) 基本料金、最低料金、最低月額料金または定額制供給の料金を日割りする場合 

1 月の該当料金×日割計算対象日数／検針期間の日数 

ロ) 電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合 

(1)  ビジでん北海道バリュープラン B/ビジでん北海道プラン B 駆けつけプラス/ビジでん

北海道プラン LB 駆けつけプラス 

 第 1 段階料金適用電力量 

＝120 キロワット時×日割計算対象日数／検針期間の日数 

なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワッ

ト時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

 第 2 段階料金適用電力量 

＝160 キロワット時×日割計算対象日数／検針期間の日数 

なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 280 キロワット時ま

での 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
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(2)  ビジでん東北バリュープラン B/ビジでん東北プラン B 駆けつけプラス/ビジでん関東

バリュープラン B/ビジでん関東プラン B 駆けつけプラス/ビジでん中部バリュープラン

B/ビジでん中部プラン B 駆けつけプラス/ビジでん北陸バリュープラン B/ビジでん北

陸プラン B 駆けつけプラス/ビジでん九州バリュープラン B/ビジでん九州プラン B 駆

けつけプラス/ビジでん東北プラン LB 駆けつけプラス/ビジでん関東プラン LB 駆けつ

けプラス/ビジでん中部プラン LB 駆けつけプラス/ビジでん北陸プラン LB 駆けつけプ

ラス/ビジでん九州プラン LB 駆けつけプラス 

 第 1 段階料金適用電力量 

＝120 キロワット時×日割計算対象日数／検針期間の日数 

なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワッ

ト時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

 第 2 段階料金適用電力量 

＝180 キロワット時×日割計算対象日数／検針期間の日数 

なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時ま

での 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

(3)  ビジでん北海道バリュープラン C/ビジでん北海道プラン C 駆けつけプラス/ビジでん

北海道プラン LC 駆けつけプラス 

 第 1 段階料金適用電力量 

＝120 キロワット時×日割計算対象日数／検針期間の日数 

なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワッ

ト時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

 第 2 段階料金適用電力量 

＝160 キロワット時×日割計算対象日数／検針期間の日数 

なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 280 キロワット時ま

での 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

(4)  ビジでん東北バリュープラン C/ビジでん東北プラン C 駆けつけプラス/ビジでん関東

バリュープラン C/ビジでん関東プラン C 駆けつけプラス/ビジでん中部バリュープラン

C/ビジでん中部プラン C 駆けつけプラス/ビジでん北陸バリュープラン C/ビジでん北

陸プラン C 駆けつけプラス/ビジでん九州バリュープラン C/ビジでん九州プラン C 駆

けつけプラス/ビジでん東北プラン LC 駆けつけプラス/ビジでん関東プラン LC 駆けつ

けプラス/ビジでん中部プラン LC 駆けつけプラス/ビジでん北陸プラン LC 駆けつけプ

ラス/ビジでん九州プラン LC 駆けつけプラス 

 第 1 段階料金適用電力量 

＝120 キロワット時×日割計算対象日数／検針期間の日数 

なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワッ

ト時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

 第 2 段階料金適用電力量 

＝180 キロワット時×日割計算対象日数／検針期間の日数 

なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時ま

での 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 
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(5)  ビジでん関西バリュープラン A/ビジでん関西プラン A 駆けつけプラス/ビジでん中国

バリュープラン A/ビジでん中国プラン A 駆けつけプラス/ビジでん関西プラン LA 駆け

つけプラス/ビジでん中国プラン LA 駆けつけプラス 

 最低料金適用電力量 

＝15 キロワット時×日割計算対象日数／検針期間の日数 

なお、最低料金適用電力量とは、イにより算定された最低料金が適用される電力

量をいいます。 

 第 1 段階料金適用電力量 

＝105 キロワット時×日割計算対象日数／検針期間の日数 

なお、第 1 段階料金適用電力量とは、15 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで

の 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

 第 2 段階料金適用電力量 

＝180 キロワット時×日割計算対象日数／検針期間の日数 

なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時ま

での 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

(6)  ビジでん四国バリュープラン A/ビジでん四国プラン A 駆けつけプラス/ビジでん四国

プラン LA 駆けつけプラス 

 最低料金適用電力量 

＝11 キロワット時×日割計算対象日数／検針期間の日数 

なお、最低料金適用電力量とは、イにより算定された最低料金が適用される電力

量をいいます。 

 第 1 段階料金適用電力量 

＝109 キロワット時×日割計算対象日数／検針期間の日数 

なお、第 1 段階料金適用電力量とは、11 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで

の 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

 第 2 段階料金適用電力量 

＝180 キロワット時×日割計算対象日数／検針期間の日数 

なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時ま

での 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

(7)  ビジでん関西バリュープラン B/ビジでん関西プラン B 駆けつけプラス/ビジでん中国

バリュープラン B/ビジでん中国プラン B 駆けつけプラス/ビジでん関西プラン LB 駆け

つけプラス/ビジでん中国プラン LB 駆けつけプラス/ビジでん四国バリュープラン B/

ビジでん四国プラン B 駆けつけプラス/ビジでん四国プラン LB 駆けつけプラス 

 第 1 段階料金適用電力量 

＝120 キロワット時×日割計算対象日数／検針期間の日数 

なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワッ

ト時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

 第 2 段階料金適用電力量 

＝180 キロワット時×日割計算対象日数／検針期間の日数 
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なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時ま

での 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

ハ) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合 

1 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場

合 

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 

2 契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった

場合 

料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそ

れぞれの契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたしま

す。また、低圧電力のお客さまにおいて、料金の算定期間に夏季およびその他季がと

もに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の

比率により按分して得た値により算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、

その値によります。 

ニ) 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金（最低料金の再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金を除きます。）を算定する場合 

1 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場

合 

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 

2 契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった

場合 

料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそ

れぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定

いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。 

 

 

第 9 表 契約種別 

契約種別は、次のとおりといたします。 

(1) ビジでん北海道バリュープラン B/ビジでん北海道プラン B 駆けつけプラス/ビジでん東北

バリュープラン B/ビジでん東北プラン B 駆けつけプラス/ビジでん関東バリュープラン B/

ビジでん関東プラン B 駆けつけプラス/ビジでん中部バリュープラン B/ビジでん中部プラ

ン B 駆けつけプラス/ビジでん北陸バリュープラン B/ビジでん北陸プラン B 駆けつけプラ

ス/ビジでん九州バリュープラン B/ビジでん九州プラン B 駆けつけプラス 

イ) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたし

ます。 

1 契約電流が 30 アンペア以上であり 60 アンペア以下であるものに適用します。 

2 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約

電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワ

ット未満であること。 

ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数 
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供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流

単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘ

ルツまたは 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧について

は、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

ハ) 契約電流 

1 契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア、60 アンペアのいずれかと

し、電気需給契約締結前の小売電気事業者との契約内容を証明する書面の提

示、またはスイッチング支援システムに登録の契約電流によって定めます。ただ

し、当社が指定する販売窓口等の契約要件を満たさない場合は、お申込みを受

け付けないことがあります。最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であること

の決定は、お客さまが契約直前の小売電気事業者との契約内容を証明する書面

の提示または、電気工事店等による最大需要容量の調査結果を示す書面の提

示によって行うものといたします。 

2 当社は、一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適

当な装置（以下｢電流制限器等」といいます。）または電流を制限する計量器を取

り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取

り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと

認められる場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取

り付けないことがあります。 

(2) ビジでん北海道プラン LB 駆けつけプラス/ビジでん東北プラン LB 駆けつけプラス/ビジで

ん関東プラン LB 駆けつけプラス/ビジでん中部プラン LB 駆けつけプラス/ビジでん北陸

プラン LB 駆けつけプラス/ビジでん九州プラン LB 駆けつけプラス 

イ) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたし

ます。 

1 契約電流が 10 アンペア以上であり 60 アンペア以下であるものに適用します。 

2 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電

力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット

未満であること。 

ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流

単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘ

ルツまたは 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧について

は、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

ハ) 契約電流 

1 契約電流は 10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50

アンペア、60 アンペアのいずれかとし、電気需給契約締結前の小売電気事業者

との契約内容を証明する書面の提示、またはスイッチング支援システムに登録の

契約電流によって定めます。ただし、当社が指定する販売窓口等の契約要件を
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満たさない場合は、お申込みを受け付けないことがあります。最大需要容量が 6

キロボルトアンペア未満であることの決定は、お客さまが契約直前の小売電気事

業者との契約内容を証明する書面の提示または、電気工事店等による最大需要

容量の調査結果を示す書面の提示によって行うものといたします。 

2 当社は、一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適

当な装置（以下｢電流制限器等」といいます。）または電流を制限する計量器を取

り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取

り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと

認められる場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取

り付けないことがあります。 

(3) ビジでん北海道ライトプラン駆けつけプラス/ビジでん東北ライトプラン駆けつけプラス/ビ

ジでん関東ライトプラン駆けつけプラス/ビジでん中部ライトプラン駆けつけプラス/ビジで

ん北陸ライトプラン駆けつけプラス/ビジでん九州ライトプラン駆けつけプラス 

イ) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたし

ます。 

1 契約電流が 5 アンペア以上であり 60 アンペア以下であるものに適用します。 

2 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約

電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワ

ット未満であること。 

ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流

単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘ

ルツまたは 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧について

は、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

ハ) 契約電流 

1 契約電流は、5 アンペア、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40

アンペア、50 アンペア、60 アンペアのいずれかとし、電気需給契約締結前の小売

電気事業者との契約内容を証明する書面の提示、またはスイッチング支援システ

ムに登録の契約電流によって定めます。ただし、当社が指定する販売窓口等の

契約要件を満たさない場合は、お申込みを受け付けないことがあります。最大需

要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、お客さまが契約直前の

小売電気事業者との契約内容を証明する書面の提示または、電気工事店等によ

る最大需要容量の調査結果を示す書面の提示によって行うものといたします。 

2 当社は、一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適

当な装置（以下｢電流制限器等」といいます。）または電流を制限する計量器を取

り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取

り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと

認められる場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取

り付けないことがあります。 
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(4) ビジでん北海道バリュープラン C/ビジでん北海道プラン C 駆けつけプラス/ビジでん東北

バリュープラン C/ビジでん東北プラン C 駆けつけプラス/ビジでん関東バリュープラン C/

ビジでん関東プラン C 駆けつけプラス/ビジでん中部バリュープラン C/ビジでん中部プラ

ン C 駆けつけプラス/ビジでん北陸バリュープラン C/ビジでん北陸プラン C 駆けつけプラ

ス/ビジでん九州バリュープラン C/ビジでん九州プラン C 駆けつけプラス/ビジでん北海

道プラン LC 駆けつけプラス/ビジでん東北プラン LC 駆けつけプラス/ビジでん関東プラン

LC 駆けつけプラス/ビジでん中部プラン LC 駆けつけプラス/ビジでん北陸プラン LC 駆け

つけプラス/ビジでん九州プラン LC 駆けつけプラス 

イ) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたし

ます。 

1 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトア

ンペア未満であること。 

2 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力

との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キ

ロワット未満であること。 

ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流

単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50

ヘルツまたは 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい

ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは

交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

ハ) 契約容量 

契約容量の値は、当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定した契

約容量や電気需給契約締結前の小売電気事業者との契約内容を証明する書面の

提示、あるいはスイッチング支援システムに登録の契約電流により決定します。ただ

し、前小売電気事業者が契約容量を定めていない場合には、お客さまが電気工事

店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提

示によって契約容量を定めることができるものといたします。 

(5) ビジでん関西バリュープラン A/ビジでん関西プラン A 駆けつけプラス/ビジでん中国バリ

ュープラン A/ビジでん中国プラン A 駆けつけプラス/ビジでん四国バリュープラン A/ビジ

でん四国プラン A 駆けつけプラス/ビジでん関西プラン LA 駆けつけプラス/ビジでん中

国プラン LA 駆けつけプラス/ビジでん四国プラン LA 駆けつけプラス 

イ) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたし

ます。 

1 使用する最大容量（以下、「最大需要容量」といいます。）が 6 キロボルトアンペ

ア未満であること。 

2 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電

力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50

キロワット未満であること。 
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ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流

単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60

ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上や

むをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式

標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

ハ) 最大需要容量 

最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、当社との電気需給

契約締結前の小売電気事業者との契約内容を証明する書面の提示または、電気工

事店等による最大需要容量の調査結果を示す書面の提示、あるいはスイッチング

支援システムに登録の契約電流によって行うものといたします。ただし、当社が指定

する契約要件を満たさない場合は、お申込みを受け付けないことがあります。 

(6) ビジでん関西バリュープラン B/ビジでん関西プラン B 駆けつけプラス/ビジでん中国バリ

ュープラン B/ビジでん中国プラン B 駆けつけプラス/ビジでん四国バリュープラン B/ビジ

でん四国プラン B 駆けつけプラス/ビジでん関西プラン LB 駆けつけプラス/ビジでん中

国プラン LB 駆けつけプラス/ビジでん四国プラン LB 駆けつけプラス 

イ) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたし

ます。 

1 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトア

ンペア未満であること。 

2 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力

との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロ

ワット未満であること。 

ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流

単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60

ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上や

むをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式

標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

ハ) 契約容量 

契約容量の値は、当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定した契

約容量や電気需給契約締結前の小売電気事業者との契約内容を証明する書面の

提示、あるいはスイッチング支援システムに登録の契約電流により決定します。ただ

し、前小売電気事業者が契約容量を定めていない場合には、お客さまが電気工事

店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提

示によって契約容量を定めることができるものといたします。 

(7) ビジでん北海道プラン低圧電力/ビジでん北海道低圧動力プラン駆けつけプラス/ビジで

ん東北プラン低圧電力/ビジでん東北低圧動力プラン駆けつけプラス/ビジでん関東プラン

低圧電力/ビジでん関東低圧動力プラン駆けつけプラス/ビジでん中部プラン低圧電力/ビ
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ジでん中部低圧動力プラン駆けつけプラス/ビジでん北陸プラン低圧電力/ビジでん北陸

低圧動力プラン駆けつけプラス 

イ) 適用範囲 

動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。 

1 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

2 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電

力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）または

契約容量と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみ

なします。）が 50 キロワット未満であること。 

3 負荷率（電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数÷契約

電力×100）が 13 パーセント未満であること。 

ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数

は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および

供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100

ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあり

ます。 

ハ) 契約電力 

契約電力の値は、当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定した契約電

力や電気需給契約締結前の小売電気事業者との契約内容を証明する書面の提示、あ

るいはスイッチング支援システムに登録の契約電流により決定します。ただし、前小売

電気事業者が契約電力を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼す

ることで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約

電力を定めることができるものといたします。 

(8) ビジでん関西プラン低圧電力/ビジでん関西低圧動力プラン駆けつけプラス/ビジでん中

国プラン低圧電力/ビジでん中国低圧動力プラン駆けつけプラス/ビジでん四国プラン低

圧電力/ビジでん四国低圧動力プラン駆けつけプラス 

イ) 適用範囲 

動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。 

1 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

2 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電

力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）または

契約容量と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみ

なします。）が 50 キロワット未満であること。 

3 負荷率（電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数÷契約

電力×100）が 20 パーセント未満であること。 

ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数

は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい

ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは

200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 



43 

 

ハ) 契約電力 

契約電力の値は、当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定した契約電

力や電気需給契約締結前の小売電気事業者との契約内容を証明する書面の提示、あ

るいはスイッチング支援システムに登録の契約電流により決定します。ただし、前小売

電気事業者が契約電力を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼す

ることで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約

電力を定めることができるものといたします。 

(9) ビジでん九州プラン低圧電力/ビジでん九州低圧動力プラン駆けつけプラス 

イ) 適用範囲 

動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。 

1 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

2 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電

力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）または

契約容量と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみ

なします。）が 50 キロワット未満であること。 

3 負荷率（電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数÷契約

電力×100）が 17.5 パーセント未満であること。 

ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数

は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい

ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは

200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

ハ) 契約電力 

契約電力の値は、当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定した契約電

力や電気需給契約締結前の小売電気事業者との契約内容を証明する書面の提示、あ

るいはスイッチング支援システムに登録の契約電流により決定します。ただし、前小売

電気事業者が契約電力を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼す

ることで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約

電力を定めることができるものといたします。 

 


